
鶴ヶ島市からのお知らせ 

川越新聞記者会の皆さんよろしくお願いします 

タイトル 

（新型コロナウイルス感染症拡大防止対策） 

鶴ヶ島市独自の「特別警戒態勢」を取りました  

 

い   つ 

（日時） 
令和 3年 7月 20日（火）から 31日（土）まで 

ど こ で 

（場所） 
鶴ヶ島市内の公共施設（市民センターなど） 

誰    が 

（主催者・関係者） 
鶴ヶ島市 

な    ぜ 

（目的・理由） 

 

何   を 

（内容） 

 

ど の よ う に 

（経過・経緯・方法） 

 鶴ヶ島市は、7 月 20 日から、まん延防止等重点措置区

域に指定されました。 

 また、市内においては、県内の他市と比較して、感染

者数が極めて急増していることもあり、鶴ヶ島市長齊藤

芳久は、危機管理対策本部会議を開催のうえ、市独自に

「特別警戒態勢」を取ることとしました。 

 これに伴い、7月 31日までの 12日間、市民センターな

どの公共施設を休館します。 

そ の 他 

（特筆すべき事項） 

(休館する公共施設) 

各市民センター（6センター）※窓口業務は継続します 

各児童館（4館） 

図書館 

鶴ヶ島海洋センター 

学校体育施設 

農業交流センター 

老人福祉センター 

女性センター 

市民活動推進センター 

 

※ 学校の部活動も原則として中止します。 

 

※ これと合わせて、防災無線などを通じて、不要不急

の移動の自粛や基本的感染対策の徹底などを呼び掛け

ています。 

  

担当部署名 秘書広報課 田村・齋藤 

連 絡 先 049-271-1111（内線・田村 330/齋藤 462） 

E - M a i l 10200001＠city.tsurugashima.lg.jp 

 


